
京
都
大
学
学
術
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
利
用
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
学
術
情
報
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
利
用
規
程
（
平
成
十
四
年
達
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
学
内
共
同
利
用
の
教
育
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
教
育
用
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う

）
及
び
学
術
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
以

。

下
「
Ｋ
Ｕ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
」
と
い
う

」
を
削
る
。

。
）

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
中
「
大
型
計
算
機
シ
ス
テ
ム
利
用
者
」
を
「
利
用
者
」
に
改
め
る
。

第
八
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
を
削
る
。

「

、

」

「

」

、

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
中

大
型
計
算
機
シ
ス
テ
ム
利
用
者

教
育
用
シ
ス
テ
ム
利
用
者
及
び
Ｋ
Ｕ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
接
続
者

を

利
用
者

に
改
め

第
二
十
二
条
を
第
八
条
と
し
、
第
二
十
三
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
中
「
、
教
育
用
シ
ス
テ
ム
及
び
Ｋ
Ｕ
Ｉ
Ｎ
Ｓ

「
大
型
計
算
機
シ
ス
テ
ム
、
教
育
用
シ
ス
テ
ム
の

「
若
し
く
は
Ｋ
Ｕ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
の
接
続
承
認
」
及

」
、

」
、

び
「
若
し
く
は
接
続
遮
断
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


